
 

 

 

 

 

 

 

 

報道機関各位 

 

こども食堂を応援します 
 

食を通じて、子どもたちが地域のあらゆる世代と繋がる機会や安心して生活できる

居場所を確保し、地域の子どもを地域で見守り育む取り組みを支援します。 

また、当事業実施団体と児童福祉課の連携により、見守りや支援が必要な家庭につ

いて早期に発見し、必要な支援に繋げていくための地域拠点としての体制強化を図り

ます。 

 

記 

 

１ 事業名 

  たつの市こども食堂運営支援事業 

 

２ こども食堂運営費補助金 

  地域での子育ての場として、こども食堂を運営する団体に、こども食堂運営費補

助金を交付し、継続して運営できるよう支援します。 

（１）対象団体 

   次の全ての要件を満たす団体 

   ア 年１回以上、こども食堂運営指導者が実施する研修会に参加する団体 

   イ  こども食堂運営指導者の指導を受けて事業計画を作成し、かつ、市内でお

おむね月１回以上こども食堂を運営する団体 

（２）補助金額 

   １団体につき、こども食堂の開催１回当たり５千円を上限とし、同一年度当た 

り６万円を上限 

（３）補助対象経費 

謝礼金、食材費、消耗品費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、会 

場使用料等 

 

 

たつの市定例記者会見資料 

発表年月日 令和３年４月５日（月） 

担  当  課 健康福祉部児童福祉課 

電   話 0791-64-3220 



 

 

 

 

 

３ こども食堂運営指導補助金 

  こども食堂の立ち上げ・運営支援として、こども食堂に係る運営指導する団体 

に、こども食堂運営指導補助金を交付し、運営団体に対する研修やノウハウの提供

等を実施します。 

（１）対象団体 

市内でこども食堂の運営指導について実績がある団体 

（２）補助対象経費 

   人件費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費等 


